
岡山県産米粉利用拡大事業委託仕様書 

 

１ 業務の趣旨及び概要 

世界情勢は依然として不安定な状態が続いており、輸入小麦価格が再び高騰することも懸念

される中、国では輸入小麦粉の代替として、国内で自給可能な米粉に着目し、消費拡大や機器

導入支援等の各種施策を展開しており、本県においても県産米粉を使用した商品開発を支援し

ているところである。 

さらなる県産米粉の利用拡大を図るため、食品製造事業者に対して県産米粉を使用した商品

の販売促進支援を行うとともに、一般消費者への米粉商品の情報発信を実施する。 

 

２ 委託業務名 

岡山県産米粉利用拡大事業 

 

３ 委託業務の内容等 

県産米粉を使った商品の販売を行う食品製造事業者を対象に、県内米粉製造事業者等と連携

して、以下の業務を実施すること。 

 

（１）販売促進支援 

販売促進のための専門家派遣やＰＲ資材の作成など、個々の事業者に応じた支援を行う。ま

た、販促イベントを実施し、一般消費者に向けた商品ＰＲを行う。 

①販売促進に関する助言等 

・法令等に基づき、食品表示等、販売に必要となる事項に関する情報提供を行うこと。 

・食品製造事業者からの要望や状況に応じて専門家を派遣し、販売促進に効果的なＰＯＰ 

デザインや売り場づくり、商品のＰＲ方法などに関する助言を行うこと。 

②ＰＲ資材の作成 

・県産米粉を使った商品を販売する際に活用できる、米粉のＰＲ資材を作成する。作成し  

たＰＲ資材は食品製造事業者等へ提供するとともに、県産米粉をＰＲする機会を通じて幅

広く活用すること。 

③販促イベントの企画運営 

・県産米粉を使用した商品の販促イベントを企画運営すること。 

・販促イベントの内容は、本事業の販売促進支援を受けた食品製造事業者を中心に、商品販

売及びＰＲを行うなど、本事業の周知及び県産米粉の利用拡大に幅広くつながるようなも

のとすること。 

④アンケートの実施 

・食品製造事業者に対して、販売促進支援への意見、商品の販売状況、今後の県産米粉の利

用拡大意向などに関するアンケートを行うこと。なお、アンケート内容については、県と

協議し、決定することとする。 

 

（２）情報発信 

   特設ホームページやＳＮＳ等の媒体を活用し、県産米粉を使用した商品等について広く情



報発信を行う。 

  ①特設ページの運営 

・県産米粉に関する情報（米粉の特徴、県産米粉を使用した商品、販売店舗、米粉活用レ

シピ、イベント情報等）を掲載すること。 

・特設ページのドメインは、本業務終了後も本県が引き続き使用できるよう措置を行うこ

と。 

・サイト構築や保守管理にあたっては、岡山県セキュリティポリシーを遵守すること。 

  ②ＳＮＳの活用 

・県産米粉に関する情報（米粉の特徴、県産米粉を使用した商品、販売店舗、米粉活用レ

シピ、イベント情報等）を発信すること。 

・新商品やイベントに関する情報はタイムリーな発信を行うなど、効果的な情報発信に努

めること。 

 

４ 業務に係る留意事項 

(１) 受託者は、業務の運営上取り扱う個人情報を、契約書の定め及び関係法令その他の社会的

規範を遵守し、適切に管理すること。 

(２) 委託業務実施にあたっては県の指示に従うこと。 

  

５ 実績報告書等の提出 

委託業務終了後、事業の成果を取りまとめ、速やかに報告書を作成し提出すること。 

 

６ 委託予定期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間とする。 

 

７ 委託限度額 

  １，３７７，４７０円（消費税及び地方消費税を含む。）以内 

 

８ その他 

（１） 委託業務の成果物に係る著作権等は、岡山県に帰属する。 

（２） 本事業実施に際して知り得た企業等及び個人の事実・情報等については、契約期間中のみ

ならず、契約終了後も守秘義務を遵守すること。 

（３）委託事業の実施に当たり、取得価格が１０万円以上の機械、器具又は物品の使用が必要と

なる場合、当該備品の調達方法については、特段の事情がない限り、賃貸借契約（リース

又はレンタル）により整備すること。 

（４）総勘定元帳、現金出納簿等の会計帳簿及び労働者名簿、出勤簿、賃金台帳等の労働関係帳

簿等を整備し、委託業務完了後５年間保存すること。 

（５）受託者は、当該業務の遂行方法等について不明な点が生じたときは、その都度岡山県農林

水産部対外戦略推進室と協議を行い、業務の円滑かつ適切な実施に努めるものとする。 

（６） 岡山県農林水産部対外戦略推進室は、受託者に対し、必要に応じ業務の状況について報告

を求めることができるものとする。 


